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バスの安全運行の徹底について 

 

 本年に入り、福島県において、乗合バスが停留所を発進する際に、当該停留所で降車した歩行

者と衝突し当該歩行者が死亡する事故、また、広島県において、乗合バスが交差点を右折する際

に、横断歩道を横断中の歩行者と衝突し当該歩行者が死亡する事故が立て続けに発生しています。 

 バス事業者が引き起こした死亡事故が既に、昨年の 1 年間に報告された件数に近づいているこ

とから大変憂慮すべき状況です。 

 改めて、下記について徹底するとともに、輸送の安全確保に努めて頂くようよろしくお願いし

ます。 

 

 

記 

 

（１）バス車両は、「死角が大きい」ことから、直前、側方、後方など見えない部分に配慮した運

転が必要であること。特に、数多くの安全確認が必要となる停留所発進時には、ミラーや目

視により、車両周囲、車内及び乗客が乗降したのかどうかの確認を確実に実施すること。 

 

（２）同交差点右左折時には、特に横断歩道及び横断歩道付近の歩行者や自転車の動向に注意す

るとともに、横断している又は横断しようとする歩行者がいる時は、横断歩道の手前で一時

停止し、歩行者の通行を妨げないこと。 

 

 



令和６年２月１９日現在、事業者から速報があったもの

1 R6.2.1 木 9:58
福島県会津若松市
（国道）

1

    ２月１日（木）午前９時５８分頃、福島県会津若松市の国道において、同県に営
業所を置く乗合バスが停留所から発進した際、当該バス停で降車した歩行者を轢
いた。
　この事故により、当該歩行者が心肺停止となり病院に運ばれ、その後死亡した。
　当該歩行者は前扉から降車した後、ふらついてバスの左前方に転倒したところ、
運転者は発進のため右側に注意を向けていたため、歩行者に気づかず発進した
模様。

2 R6.2.13 火 10:50
広島県大竹市
（国道）

1

    ２月１３日（火）午前１０時５０分頃、広島県大竹市の国道において、同県に営業
所を置く乗合バスが乗客１５名を乗せ運行中、交差点を青信号で右折する際に、同
じく青信号で横断歩道を左から右に横断中の歩行者と衝突した。
　 この事故により、当該歩行者が死亡した。

【参考】令和６年に発生したバスの死亡事故

発生日 曜日 時刻 発生場所 死者数 当　時　の　状　況


